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第２章 共済年金・基礎年金の内容 

 第１節 老 齢 給 付 
   

退職共済年金は、本来、老齢基礎年金(国民年金)に上乗せした形で65歳から支給さ 

  れますが、特例として60歳から65歳になるまでは、老齢基礎年金相当額(定額部分)を 

含んだ｢特別支給の退職共済年金｣が支給されます。 

平成６年改正において、60歳台前半の者に支給する退職共済年金については、平成13 

年度から平成25年度にかけて、定額部分の支給を３年ごとに１歳ずつ引き上げ、現行の 

特別支給の退職共済年金が給料比例部分相当の退職共済年金(いわゆる｢別個の給付｣) 

に切り替えられることになりました。 

平成12年の改正では、平成25年度から平成37年度にかけて、別個の給付(給料比例部 

分)の支給も３年ごとに１歳ずつ60歳から65歳へ引き上げられることになりました。 

 (次ページ 図２参照) 

 

 

 

※第2章中の年金額等は、平成18年度の金額です 
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図２ 年金の支給開始年齢   
     

改  昭和16年4月1日   特別支給の退職共済年金 退職共済年金

 以前に生まれた者  （定額部分＋給料比例部分） 老齢基礎年金正 

前 

 

  ▲60歳  ▲65歳 

  昭和16年4月2日～  別個の給付 特別支給の退職共済年金 退職共済年金

    昭和18年4月1日  （定額部分＋給料比例分） 老齢基礎年金

       に生まれた者 ▲60歳 ▲61歳  ▲65歳 

     

平  昭和18年4月2日～  別個の給付 特別支給の退職共済年金 退職共済年金

    昭和20年4月1日 （定額部分＋給料比例部分） 老齢基礎年金

成       に生まれた者 ▲60歳 ▲62歳  ▲65歳 

     

6  昭和20年4月2日～             別個の給付 特別支給の退職共済年金 退職共済年金

    昭和22年4月1日     （定額部分＋給料比例部分） 老齢基礎年金

年       に生まれた者 ▲60歳 ▲63歳 ▲65歳 

    

改  昭和22年4月2日～  別個の給付 特別支給の退職共済年金 退職共済年金

    昭和24年4月1日  （定額部分＋給料比例部分） 老齢基礎年金

正       に生まれた者 ▲60歳 ▲64歳 ▲65歳 

    

  昭和24年4月2日～  別個の給付 退職共済年金

    昭和28年4月1日  老齢基礎年金

       に生まれた者 ▲60歳 ▲65歳 

    

  昭和28年4月2日～  別個の給付 退職共済年金

    昭和30年4月1日  老齢基礎年金

       に生まれた者  ▲61歳 ▲65歳 

    

平  昭和30年4月2日～  別個の給付 退職共済年金

    昭和32年4月1日  老齢基礎年金

成       に生まれた者  ▲62歳 ▲65歳 

    

12  昭和32年4月2日～  別個の給付 退職共済年金

    昭和34年4月1日   老齢基礎年金

年       に生まれた者  ▲63歳 ▲65歳 

     

改  昭和34年4月2日～   別個の給付 退職共済年金

    昭和36年4月1日   老齢基礎年金

正       に生まれた者   ▲64歳 ▲65歳 

     

  昭和36年4月2日    退職共済年金

  以降に生まれた者   老齢基礎年金

     ▲65歳 

     

  ※ 別個の給付 ＝ 特別支給の退職共済年金のうち給料比例部分 
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１ 特別支給の退職共済年金 
(１) 支給要件 

特別支給の退職共済年金は、次の要件をすべて満たしているときに、65歳になる 

    までの間支給されます。 

なお、支給開始年齢は生年月日により異なります。 

① 組合員期間が１年以上あること。  

② 組合員期間等が25年以上であること。(注) 

③ 60歳以上であること。 

(注) 組合員期間等が25年未満の者が、次表のいずれかに該当するときは、組合 

  員期間等が25年以上あるものとみなされます。 

受 給 資 格 期 間 

※組合員期間等    生  年  月  日 
組合員期間

Ａ Ｂ 

昭和27年4月1日以前 20年 20年 

昭和27年4月2日～昭和28年4月1日 21年 21年 

昭和28年4月2日～昭和29年4月1日 22年 22年 

昭和29年4月2日～昭和30年4月1日 23年 23年 

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日 24年 24年 

昭和31年4月2日以後 25年 25年 

25年 

※ 組合員期間等 

Ａ 公務員期間に厚生年金の被保険者期間、私立学校教職員共済組合、 

農林漁業団体職員共済組合などの国民年金を除く他の被用者年金制度 

の加入期間を合算した期間 

Ｂ 上記の期間に国民年金の任意加入期間等を合算した期間 

 

(２) 年金額 

        特別支給の退職共済年金の額は、定額部分、給料比例部分（厚生年金相当部分と 

    職域年金相当部分の合計額）に加給年金額を加算した額となります。 

＜特別支給の退職共済年金額算出の基本算式＞ 
特別支給の   

退職共済年金額 
＝ ａ 定額部分 ＋ ｂ

厚生年金

相当部分
＋ ｃ

職域年金 

相当部分 
＋ ｄ 加給年金額

 

ａ 定 額 部 分 定額単価×生年月日に応じた率×組合員期間の月数（480月を限度） 

ｂ 厚生年金相当部分 
平均給与（給料）月額×生年月日に応じた×組合員期間の月数 

給付乗率 

ｃ 職域年金相当部分 
平均給与（給料）月額×生年月日及び組合員期間の×組合員期間の月数 

  月数に応じた給付乗率 
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年金額の算定については、次の２つの計算方法があります。 

① 本来水準の額（物価変動率により毎年再計算した額） 

ア 法の額（平成12年改正による給付乗率５％適正化後の額） 

イ 平成12年改正による給付乗率５％適正化前の保障額 

＊  ア、イを比較し高い方の額を保障します。 

② 物価スライド特例水準の保障額（平成16年改正において経過措置により計算し 

      た額） 

ア 平成12年改正による給付乗率５％適正化後の額 

イ 平成12年改正による給付乗率５％適正化前の保障額 

＊ ア、イを比較し高い方の額を保障します。 

※ ①、②の額を比較し、②の額が①の額を上回る場合は②の額を保障することと 

されており、平成16年10月以後は②イの額が支給されている。 

 

＜物価スライド特例水準の保障額について＞ 

平成16年改正において、本来水準の額は、年金額の計算の基礎となっている再評価率等 

について平成11年との比較で△2.9%の改定を行っています。一方、平成16年9月に実際に 

支給されている年金額は、平成12年から平成14年の物価下落時に当時の社会経済状況をか 

んみて、据え置きの措置が講じられたことから、平成11年との比較で△1.2%の水準となっ 

ています。 

このため、平成16年10月以後の月分の年金額について経過措置として、物価スライド特

例水準の保障額（平成16年度に現に受給者に支払われ、物価スライド特例により1.7%嵩上

げされた年金額）が、本来水準の額を上回る場合には、物価スライド特例水準の保障額が

支給されます。 

 

ｄ 加給年金額 

組合員期間が20年以上ある者が、特別支給の退職共済年金の受給権発生時に 

65歳未満の配偶者、18歳未満の子（18歳に達する日の属する年度末まで）、又は 

20歳未満で障害等級の１級又は２級の状態にある子を生計維持しているときに加 

算されます。 

 

加給年金額対象者（いずれも、生計を共にしていることが必要です。） 

・恒常的な収入が850万円（所得が655.5万円）未満である65歳未満の配偶者 

・恒常的な収入が850万円（所得が655.5万円）以上あるが、５年以内に定年退職 

し、退職後の収入が850万円（所得が655.5万円）未満になることが見込まれる 

65歳未満の配偶者 
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・恒常的な収入が850万円（所得が655.5万円）未満の子（18歳に達する日の属す 

る年度末までの間にある子、又は20歳未満で障害等級の１級又は２級の状態にあ 

る子） 

※恒常的な収入とは、給料収入、年金又は家賃収入などの年収をいい、一時的な 

収入（退職金、不動産の売却等）は含まれません。 

 

配偶者の加給年金額                         子の加給年金額 

受給権者の生年月日 加給年金額 子の人数 加給年額

昭和15年4月2日～昭和16年4月1日 295,200円 ２人まで１人につき 227,900円

昭和16年4月2日～昭和17年4月1日 328,900円 ３人目から１人につき 75,900円

昭和17年4月2日～昭和18年4月1日 362,500円  

昭和18年4月2日～ 396,000円  

・加給年金の対象となる配偶者がいることにより 

加算される加給年金額は、退職共済年金の受給 

権者の生年月日に応じた上記の額となります。 

   

加給年金額の支給停止 

        加給年金額の加算対象となっている配偶者が、公的年金（原則として加入期間 

    が20年以上ある年金）を受給するようになると、加給年金額は支給停止となります。 

加給年金額の停止対象となる配偶者の年金 

適  用  法  令 停 止 対 象 と な る 年 金 

国民年金法 障害基礎年金、障害年金 

厚生年金保険法 

老齢厚生年金 

（被保険者月数が240月以上のもの、又は昭和60年国年等改正法附則

第12条第１項第４号から第７号までのいずれかに該当するもの） 

障害厚生年金 

老齢年金、障害年金 

旧船員保険法 老齢年金、障害年金 

国家公務員共済組合法 

 

地方公務員等共済組合法 

 

私立学校教職員共済法 

退職共済年金 

（組合員期間が20年以上のもの又は20年以上とみなされるもの） 

障害共済年金 

退職年金、減額退職年金、障害年金 

旧農林漁業団体職員 

共済組合法 

退職共済年金（移行農林共済年金） 

（組合員期間が20年以上のもの） 

障害共済年金（移行農林共済年金） 

退職年金、減額退職年金、障害年金（移行農林年金） 

特例障害農林年金 
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加給年金額の改定 

         加給年金額の加算対象となっている配偶者又は子が次のいずれかに該当するに 

至ったときは、加算対象者に該当しないものとして、特別支給の退職共済年金の 

額が改定されます。 

・死亡したとき。 

・特別支給の退職共済年金の受給権者によって生計を維持されている状態でな 

くなったとき 

・配偶者が離婚したとき。 

   （平成19年4月からは「配偶者が離婚又は婚姻の取消しをしたとき」となる。） 

・配偶者が、65歳に達したとき。 

・子が、養子縁組によって特別支給の退職共済年金の受給権者の配偶者以外の 

者の養子になったとき。 

・養子縁組による子が、離縁をしたとき。 

・子が、婚姻をしたとき。 

・子（障害等級の１級又は２級に該当する障害の状態にある子を除く。）が18 

歳に達する日の属する年度末が終了したとき。 

・障害等級の１級又は２級に該当する障害の状態にある子について、その事情 

がなくなったとき。 

・障害等級の１級又は２級に該当する障害の状態にある子が、20歳に達したとき。 

 

(３) 在職中の者に対する一部支給 

     特別支給の退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、支 

    給は停止となりますが、60歳以上で、かつ、組合員である間に、次に該当するとき 

は、それぞれの計算式により算出される額及び加給年金額が支給されることがあり 

ます。   

 

① 基準給与月額（注１）と基本月額（注２）の合計額が28万円以下である場合 

     支給月額＝基本月額 

②  基準給与月額（注１）と基本月額（注２）の合計額が28万円を超える場合 

ａ 基本月額が28万円以下であり、かつ、基準給与月額が48万円以下の場合 

支給月額＝基本月額－（基準給与月額＋基本月額－28万円）×１/２ 

ｂ 基本月額が28万円以下であり、かつ、基準給与月額が48万円を超える場合 

支給月額＝基本月額－｛（48万円＋基本月額－28万円）×１/２＋（基準給 

与月額－48万円）｝ 

ｃ 基本月額が28万円を超え、かつ、基準給与月額が48万円以下の場合 

支給月額＝基本月額－（基準給与月額×１/２） 
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ｄ 基本月額が28万円を超え、かつ、基準給与月額が48万円を超える場合 

支給月額＝基本月額－（基準給与月額－24万円） 

 

※ ａ～ｄの計算式の控除する額が基本月額を上回るときは、全額支給停止（加給 

     年金額を含む。）となります。 

 

(注１)基準給与月額 

(各年の１月から8月までは前年の5月、9月から12月まではその年の5月、における掛金の標準と 

なった給料の額)×1.25 ＋ 当該各月以前1年間の掛金の標準となった期末手当等の額×1/12 

(注２)基本月額 

{退職共済年金の額－（職域年金相当部分＋加給年金額＋経過的加算の額）}×１/12 

 

 

２ 別個の給付 
特別支給の退職共済年金の額は、定額部分、給料比例部分（厚生年金相当部分と職 

   域年金相当部分の合計額）に加給年金額を加算した額とされていますが、平成６年の 

改正により、平成13年度から平成25年度にかけて段階的に給料比例部分に相当する額 

の退職共済年金（「別個の給付」）に切り替わることになりました。 
       平成12年の改正では、平成25年度から平成37年度にかけて、「別個の給付」（給料 

   比例部分）の支給も３年ごとに１歳ずつ60歳から65歳へ引き上げられることになりま 

した。（第２章第１節 図２参照） 

 

(１) 年金額 

別個の給付の額は、厚生年金相当部分と職域年金相当部分の合計額となります。 

 

別個の給付 ＝ 厚生年金相当部分 ＋ 職域年金相当部分 

   

※第２章第１節(2)年金額 特別支給の退職共済年金額算出の基本算式の 

 

ｂ 厚生年金相当部分 と ｃ 職域年金相当部分 の合計額 

  

(２) 障害者及び長期在職者の特例 

     昭和16年４月２日以降昭和36年４月１日までに生まれた者は別個の給付の対象 

    者ですが、３級以上の障害等級に該当する程度の障害の者（組合員である間に初診 

日のある傷病に限らない。）及び組合員期間が44年以上ある者に退職後支給される 
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年金については、別個の給付の支給開始年齢から現行の特別支給の退職共済年金に 

相当する年金が支給されます。 

 

図３ 別個の給付の支給 

＜現行＞昭和16年４月１日以前に生まれた者 

 

加 給 年 金 額 加 給 年 金 額 

職域年金相当部分 職域年金相当部分 

厚生年金相当部分 厚生年金相当部分 

経 過 的 加 算 の 額 
定 額 部 分 

老 齢 基 礎 年 金 

▲60歳     ▲65歳 

 

昭和16年４月２日から昭和24年４月１日までに生まれた者 
 

 加 給 年 金 額 加 給 年 金 額 

職域年金相当部分 職域年金相当部分 別個の給付  

（厚生年金相当部分

＋職域年金相当部分） 厚生年金相当部分 厚生年金相当部分 

 経 過 的 加 算 の 額 
定 額 部 分 

老 齢 基 礎 年 金 

▲60歳 ▲     ▲65歳 

（61歳～64歳下表切替年齢） 

 

別個の給付が満額年金額に切替えられる年齢 
 

区        分 切替年齢 

昭和16年４月２日から昭和18年４月１日までに生まれた者 61歳 

昭和18年４月２日から昭和20年４月１日までに生まれた者 62歳 

昭和20年４月２日から昭和22年４月１日までに生まれた者 63歳 

昭和22年４月２日から昭和24年４月１日までに生まれた者 64歳 

 

昭和24年４月２日から昭和28年４月１日までに生まれた者 

 

 加 給 年 金 額 

職域年金相当部分 別 個 の 給 付         
(厚生年金相当部分＋職域年金相当部分) 厚生年金相当部分 

 老 齢 基 礎 年 金 

▲60歳 ▲65歳 
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昭和28年４月２日から昭和36年４月１日までに生まれた者 

 

 加 給 年 金 額 

職域年金相当部分 別 個 の 給 付         
(厚生年金相当部分＋職域年金相当部分) 厚生年金相当部分 

 老 齢 基 礎 年 金 

▲ ▲65歳 

（61歳～64歳下表切替年齢） 

 

別個の給付が支給される年齢 
 

区        分 切替年齢

昭和28年４月２日から昭和30年４月１日までに生まれた者 61歳 

昭和30年４月２日から昭和32年４月１日までに生まれた者 62歳 

昭和32年４月２日から昭和34年４月１日までに生まれた者 63歳 

昭和34年４月２日から昭和36年４月１日までに生まれた者 64歳 

 

＜最終的な形＞ 昭和36年４月２日以後に生まれた者 
 

加 給 年 金 額 

職域年金相当部分 

厚生年金相当部分 

老 齢 基 礎 年 金 

▲65歳 

 

(３) 老齢基礎年金と退職共済年金の繰上げ 

① 昭和16年４月２日から昭和24年４月１日までに生まれた者 

    61歳から64歳までの間に別個の給付から特別支給の退職共済年金に移行する 

  こととなる者（第２章第１節 図２参照）については、60歳以上の者の請求によ 

り、老齢基礎年金の一部を対象とした繰上げ支給と老齢基礎年金の全額を対象と 

した繰上げ支給のいずれかを請求することができます。 

ア  老齢基礎年金を全部繰上げた場合 

65歳に達するまで、定額部分のうち老齢基礎年金に相当する額が支給停止さ 

れます。 

         イ 老齢基礎年金を一部繰上げた場合 

             繰上げの老齢基礎年金額に加えて、一定の減額をした定額部分の額（「繰上 

      げ調整額」）が支給されます。 
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老齢基礎年金を繰上げない場合 

  退職共済年金 

別個の給付  特別支給の退職共済年金 老齢基礎年金 

   

 加 給 年 金 額 

給 料 比 例 部 分 

 経 過 的 加 算 の 額 

 
定 額 部 分 

老 齢 基 礎 年 金 

▲60歳 ▲切替年齢 ▲65歳 

 （61～64歳） 
  

  

  

（例）60歳から老齢基礎年金を全部繰上げた場合 

  

 加 給 年 金 額 

給 料 比 例 部 分 

 経 過 的 加 算 相 当 額 経 過 的 加 算 の 額 

 ※定額部分支給停止   

老 齢 基 礎 年 金（繰上げ） 

▲60歳 ▲切替年齢 ▲65歳 

 （61～64歳） 

※老齢基礎年金を全部繰上げすると定額部分のうち老齢基礎年金に相当する額が支給停止となります。 

  
  

（例）60歳から老齢基礎年金を一部繰上げた場合 

  

  加 給 年 金 額  

給 料 比 例 部 分 

経 過 的 加 算 の 額 
定額部分の繰上げ（繰上げ調整額） 

 

     

    老齢基礎年金（繰上げ対象外） 

老 齢 基 礎 年 金（一部繰上げ） 

▲60歳 ▲切替年齢 ▲65歳 

 （61～64歳） 
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② 昭和24年４月２日から昭和28年４月１日までに生まれた者 

60歳から65歳に達するまでの間別個の給付が支給されている者（第２章第１ 

節 図２参照）については、60歳以上の者の請求により、老齢基礎年金の全部 

を対象とした繰上げ支給を請求することができます。 

 
老齢基礎年金を繰上げない場合 

  退職共済年金 

 別個の給付  老齢基礎年金 

   

    加 給 年 金 額 

給 料 比 例 部 分 

   老 齢 基 礎 年 金 

▲60歳    ▲65歳 

   

  

  

（例）60歳から老齢基礎年金を全部繰上げた場合 

  

    加 給 年 金 額 

給 料 比 例 部 分 

     

老 齢 基 礎 年 金（繰上げ） 

▲60歳  ▲65歳 

 

③ 昭和28年４月２日から昭和36年４月１日までに生まれた者 

別個の給付の支給開始年齢が61歳から64歳となる者（第２章第１節 図２参 

照）については、60歳以上の者の請求により、別個の給付の繰上げ支給を請求す 

ることができます。 

この請求をした場合は、老齢基礎年金の繰上げ請求を同時に行わなければな 

りません。 

 
退職共済年金を繰上げない場合 

 退職共済年金 

 別個の給付 老齢基礎年金 

   

    加 給 年 金 額 

給 料 比 例 部 分 

    老 齢 基 礎 年 金 

▲支給開始年齢（61～64歳）   ▲65歳 
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（例）60歳から退職共済年金を繰上げた場合 

  

    加 給 年 金 額 

                        給 料 比 例 部 分（繰上げ） 

     

                        老 齢 基 礎 年 金（繰上げ） 

▲60歳  ▲65歳 

  

※老齢基礎年金を同時に繰上げなければなりません。 

 

④ 昭和36年４月２日以後に生まれた者 

65歳から退職共済年金が支給される者（第２章第１節 図２参照）については、 

60歳以上の者の請求により、退職共済年金の繰上げ支給を請求することができま 

す。 

この請求をした場合は、老齢基礎年金の繰上げ請求を同時に行わなければなり 

ません。 
退職共済年金を繰上げない場合 

 退職共済年金 

   老齢基礎年金 

   

    加 給 年 金 額 

  
給 料 比 例 部 分 

    老 齢 基 礎 年 金 

    ▲65歳 

   

  

（例）60歳から退職共済年金を繰上げた場合 
  

    加 給 年 金 額 

給 料 比 例 部 分（繰上げ） 

     

老 齢 基 礎 年 金（繰上げ） 

▲60歳  ▲65歳 

  

※老齢基礎年金を同時に繰上げなければなりません。 

注 老齢基礎年金の全部繰上げ、一部繰上げ、退職共済年金の繰上げ支給を請求した

場合は、一生涯にわたって減額された年金となります。  
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３ 退職共済年金 
組合員期間等が25年以上ある者が65歳になると、共済組合から本来の退職共済年金 

が支給されます。年金額は、特別支給の退職共済年金の年金額のうち、国民年金制度 

から支給される老齢基礎年金の年金額（組合員期間に係る部分）を控除した額になり 

ます。 

 

特別支給の退職共済年金から退職共済年金への移行 

 

  特別支給の退職共済年金      退職共済年金 
 

加 給 年 金 額         加 給 年 金 額         

職域年金相当部分 職域年金相当部分 

厚生年金相当部分 厚生年金相当部分 

経過的加算の額         
定 額 部 分         

老 齢 基 礎 年 金         

▲65歳 

 

別個の給付から退職共済年金への移行 

 
    別個の給付           退職共済年金 
 

 加 給 年 金 額         

職域年金相当部分 職域年金相当部分 

厚生年金相当部分 厚生年金相当部分 

老 齢 基 礎 年 金         

  ▲65歳 

 

 

(１) 支給要件 

     退職共済年金は、次の要件をすべて満たしているときに、支給されます。 

    ① 組合員期間等が25年以上あること。（注） 

    ② 65歳に達していること。 

    ③ 退職していること。 

      又は、在職中で組合員期間が１年以上あること。 

    (注)特別支給の退職共済年金の支給要件の特例と同様の特例が設けられています。 

（第２章第１節（１）支給要件②参照） 
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(２) 年金額 

  ＜退職共済年金額の基本算式＞ 

退職共済年金額 ＝ ａ’ 
経過的 

加算の額
＋ ｂ

厚生年金

相当部分
＋ ｃ

職域年金

相当部分 
＋ ｄ 加給年金額

    

  

ａ’ 経過的加算の額 

 65歳になって支給される老齢基礎年金（組合員期間に係る部分）の額が、特別支 

    給の退職共済年金の定額部分の額より低い場合、その差額が経過的加算として加算 

されます。 

  

※ ｂ厚生年金相当部分、ｃ職域年金相当部分及びｄ加給年金額の算式等は、特別 

支給の退職共済年金と同じです。（第２章第１節（２）年金額 参照） 

 

◎ 65歳以上の退職共済年金の繰下げ支給制度の創設（平成19年4月実施） 

   65歳以上の退職共済年金について、繰下げ支給できる制度が導入されます。 

    この場合、繰下げ期間に応じた割合の額が加算されます。 

 

◎ 年金分割制度の導入(平成19年4月実施) 

離婚した場合における共済年金の分割 

離婚した場合には、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間について

の共済年金を分割（当事者双方の婚姻期間中の合計額の2分の1を上限）すること

ができます。 

 平成19年4月以降に成立した離婚を対象としますが、それ以前の婚姻期間につ

いても分割の対象となります。 

 

     

４ 老齢基礎年金 
昭和61年４月１日に発足した新しい国民年金制度では、組合員は共済組合に加入す 

   ると同時に国民年金制度の被保険者となっていますので、65歳になると国民年金制度 

から老齢基礎年金が支給されます。 
なお、国民年金制度が発足した昭和36年４月１日以後の20歳以上60歳未満の組合員 

   期間は、国民年金に加入し保険料を納付していた期間（保険料納付済期間）とみなさ 

れます。 
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(１) 年金額 

     老齢基礎年金の額は、昭和36年４月１日以後の20歳以上60歳未満の期間（加入可 

    能月数）について、すべて保険料納付が行われた場合に792,100円が支給されます。 

（保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、納めた期間に応じた年金額が支給 

されます。） 

(２) 被扶養配偶者の老齢基礎年金 

     昭和61年４月１日以後組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の期間は、国民 

   年金の被保険者となっていますので、65歳になると国民年金制度から老齢基礎年 

金が支給されます。 

なお、加給年金額対象配偶者が65歳になると加給年金額対象者ではなくなりま

すが、配偶者の生年月日が大正15年４月２日から昭和41年４月１日までの場合、

その生年月日に応じた額（振替加算）が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。 

   

＜参考＞ 世帯年金の推移   

      

     ▲65歳  

 組 別個の給付 特別支給の 退職共済年金 

 合   退職共済年金 老齢基礎年金 

 員   加給年金額  

      

 配    ▲65歳  

 偶    老齢基礎年金 

 者     振 替 加 算 
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